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》

中
国
法
に
お
け
る
監
護
制
度

徐
　
　
瑞
静

一
　
は
じ
め
に

　

未
成
年
者
の
扶
養
、
教
育
、
保
護
な
ど
は
親
権
監
護
の
主
た
る
内
容

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
の
成
長
、
国
家
社
会
シ
ス
テ
ム
の
運
営
に
関
わ

る
重
要
な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
の
法
体
系
、
と
り
わ
け
民
事
法

の
政
策
基
本
理
念
を
も
表
し
て
い
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
子
に

対
す
る
親
権
監
護
を
一
つ
の
重
要
な
民
事
法
律
問
題
と
し
て
、
諸
国
は

立
法
理
念
か
ら
具
体
条
項
に
至
る
ま
で
親
権
監
護
問
題
を
重
視
し
、
未

成
年
者
の
権
益
を
図
る
た
め
、
公
権
力
の
介
入
を
も
改
善
し
つ
つ
あ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
中
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
い
く
つ

か
の
関
連
規
範
を
設
け
て
い
る
。
中
国
社
会
に
お
い
て
は
、
伝
統
観
念

を
受
け
継
ぐ
家
族
に
対
す
る
意
識
、
価
値
観
は
、
そ
の
ま
ま
、
未
成
年

者
の
扶
養
、
教
育
に
強
く
表
わ
れ
て
い
る
。
本
報
告
は
、
現
代
中
国
の

親
権
監
護
制
度
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
親
権
概
念
に
つ
い
て

　

親
子
法
は
婚
姻
家
族
に
お
け
る
基
盤
的
な
構
成
を
な
し
、
親
子
関
係

を
調
整
す
る
重
要
な
法
規
範
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共
和

国
が
成
立
し
た
翌
年
、
一
九
五
〇
年
に
「
婚
姻
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。

「
婚
姻
法
」
の
実
施
後
、
社
会
発
展
に
応
じ
、「
婚
姻
法
」
は
一
九
八
〇

年
に
修
訂
さ
れ
、
婚
姻
の
自
由
、
一
夫
一
婦
制
、
男
女
平
等
、
女
性
と

子
の
正
当
な
利
益
保
護
、
計
画
出
産
の
五
つ
の
基
本
原
則
が
確
定
さ
れ

て
い
る
（
加
藤
美
穂
子
『
詳
解
中
国
婚
姻
・
離
婚
法
』（
日
本
加
除
出
版
、

二
〇
〇
二
年
）
九
頁
）。
一
九
八
〇
年
以
後
、
中
国
政
府
は
改
革
開
放
の

方
針
に
転
じ
て
、
著
し
い
経
済
発
展
に
よ
り
、
国
民
の
生
活
水
準
を
改

善
し
、
婚
姻
家
族
、
親
子
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の

後
、
健
全
な
家
族
お
よ
び
親
子
関
係
を
図
る
た
め
、
二
〇
〇
一
年
に

「
婚
姻
法
」
を
再
び
修
正
し
、
つ
い
で
、
同
年
、
最
高
人
民
法
院
は
婚

姻
法
の
適
用
に
関
す
る
若
干
解
釈
（
一
）、
二
〇
〇
三
年
婚
姻
法
の
適

用
に
関
す
る
若
干
解
釈
（
二
）
と
二
〇
一
一
年
婚
姻
法
の
適
用
に
関
す

る
若
干
解
釈
（
三
）
の
司
法
解
釈
を
相
次
い
で
公
布
し
、
ま
た
、
国
務

院
が
、
二
〇
〇
三
年
婚
姻
登
記
条
例
を
公
布
し
た
。
こ
れ
ら
の
司
法
解

釈
お
よ
び
行
政
法
規
は
婚
姻
法
と
同
じ
法
的
な
役
割
を
果
た
し
、
親
子

関
係
の
問
題
を
規
律
し
て
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
は
、
積
極
的
に
立

法
活
動
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
民
法
典
は
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
が
、

婚
姻
法
、
民
法
通
則
、
相
続
法
、
養
子
縁
組
法
な
ど
の
単
行
法
規
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
親
子
関
係
を
調
整
す
る
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
行
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
用
語
を
見
る
限

り
、「
親
権
」
と
い
う
法
概
念
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
立
法
お
よ
び
実
務
に
お
い
て
は
、
監
護
お
よ
び
監
護

権
と
い
う
概
念
を
採
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
親
権
と
監
護
と
を
別
個

に
創
設
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
、
学
説
に
お
け
る
大
き
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な
論
点
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
現
行
法
の
下
に
新
た
な
親
権
制
度

を
設
け
る
べ
き
と
主
張
す
る
意
見
が
あ
り
（
史
尚
宽
『
親
族
法
論
』（
中

国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
〇
五
頁
以
下
）、
ま
た
、
伝
統
民

法
典
と
同
じ
く
、
親
権
と
監
護
と
を
個
別
に
設
け
る
べ
き
と
主
張
す
る

意
見
も
あ
る
（
王
竹
青
＝
楊
科
『
監
護
制
度
比
較
研
究
』（
知
識
産
権
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
九
頁
以
下
）。
さ
ら
に
、
婚
姻
法
、
民
法
通
則

な
ど
の
単
行
法
が
、
す
で
に
、
伝
統
的
な
親
権
と
同
じ
内
容
を
定
め
た

の
で
、
親
権
制
度
を
設
け
る
必
要
が
な
い
と
主
張
す
る
意
見
も
あ
る

（
陳
葦
「
離
婚
後
父
母
対
未
成
年
子
女
監
護
権
問
題
研
究
」
中
国
法
学

一
九
九
八
年
第
三
期
四
二
頁
）。

三
　
現
行
法
体
系
に
お
け
る
監
護
制
度

　

民
法
通
則
お
よ
び
婚
姻
法
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
未
成
年
者

の
監
護
制
度
を
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
法
定
監
護

　

中
国
に
お
い
て
は
、
一
八
歳
未
満
の
者
を
未
成
年
者
と
見
做
し
、
そ

し
て
、
民
法
通
則
第
一
六
条
が
、「
未
成
年
者
の
父
母
が
未
成
年
者
の

監
護
人
で
あ
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
未
成
年
者
に
対
す
る

法
定
監
護
人
を
創
設
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、
未
成
年
者
の
父
母
が
第
一

順
位
の
法
定
監
護
人
、
つ
ま
り
、
親
権
の
性
質
を
有
す
る
監
護
人
と
考

え
ら
れ
る
。
父
母
が
未
成
年
者
の
法
定
監
護
人
と
し
て
、
子
の
出
生
と

い
う
法
律
事
実
に
基
づ
き
、
一
八
歳
に
な
る
ま
で
子
を
扶
養
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
子
の
未
成
年
た
る
状
態
は
、
親
子
の
監
護

関
係
を
創
設
す
る
た
め
の
基
本
要
件
と
な
る
。
父
母
が
子
の
純
然
か
つ

固
有
的
な
監
護
人
で
あ
る
と
言
え
る
。
子
が
出
生
に
よ
っ
て
、
自
然
に

父
母
と
の
監
護
関
係
を
生
じ
、
父
母
が
子
の
第
一
順
位
の
監
護
人
と
な

り
、
親
子
に
対
す
る
身
分
お
よ
び
財
産
上
の
権
利
責
任
を
有
す
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
両
親
は
子
の
親
権
式
の
監
護
関
係
で
あ
り
、
ま
た
、
監

護
式
の
親
権
関
係
で
も
あ
る
。
両
親
は
、
親
権
者
か
つ
監
護
人
の
責
任

を
担
い
、
勿
論
、
そ
の
他
の
監
護
人
よ
り
大
き
な
権
利
義
務
を
負
う
こ

と
と
な
る
。
婚
姻
法
第
二
一
条
は
、「
父
母
が
子
の
養
育
義
務
を
負

う
。
子
は
親
を
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
。
父
母
が
養
育
義
務
を
履
行
し

な
い
場
合
、
未
成
年
の
子
ま
た
は
自
活
で
き
な
い
子
は
、
父
母
に
養
育

費
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
子
が
扶
養
義
務
を
履
行
し
な
い
場

合
、
労
働
能
力
の
な
い
か
ま
た
は
生
活
困
難
の
親
は
、
子
に
扶
養
費
を

請
求
す
る
権
利
が
あ
る
。
乳
児
の
溺
死
、
遺
棄
お
よ
び
そ
の
他
の
乳
児

の
傷
害
、
殺
害
行
為
を
禁
止
す
る
。」
と
定
め
て
お
り
、
同
法
第
二
三

条
は
、「
父
母
は
未
成
年
の
子
を
教
育
及
び
保
護
す
る
権
利
及
び
義
務

が
あ
る
。
未
成
年
の
子
が
国
や
集
団
あ
る
い
は
個
人
に
損
害
を
与
え
た

場
合
、
父
母
が
民
事
責
任
の
義
務
を
負
う
。」
と
定
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
最
高
人
民
法
院
『
民
法
通
則
』
の
貫
徹
施
行
に
関
す
る
若
干

問
題
意
見
（
以
下
、「
民
通
意
見
」
と
省
略
す
る
）
第
一
一
条
は
、
監
護

人
の
監
護
能
力
の
判
断
に
つ
き
、
監
護
人
の
健
康
状
況
、
経
済
条
件
お

よ
び
被
監
護
人
と
の
生
活
上
の
関
連
状
況
を
も
考
慮
す
べ
き
と
定
め
て

い
る
。
両
親
の
子
に
対
す
る
親
権
の
資
格
は
法
律
に
よ
り
創
設
さ
れ
、

法
的
な
事
由
お
よ
び
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
監
護
責
任
を
勝
手
に
譲
渡

ま
た
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
子
の
法
定
監
護
人
と
す
る
両
親
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は
、
嫡
出
子
、
非
嫡
出
子
、
養
親
、
継
父
母
を
含
む
。
子
と
養
父
母
と

の
合
法
的
な
養
子
縁
組
手
続
を
通
じ
て
、
養
子
と
実
親
お
よ
び
そ
の
他

の
近
親
者
間
と
の
法
律
関
係
は
消
滅
す
る
。
両
親
の
子
に
対
す
る
法
定

監
護
人
の
資
格
は
、
父
母
の
婚
姻
関
係
の
解
消
に
よ
っ
て
も
消
滅
し
な

い
。
両
親
は
、
離
婚
後
に
お
い
て
も
、
子
を
継
続
的
に
扶
養
及
び
教
育

の
権
利
義
務
を
負
う
。「
民
通
意
見
」
第
二
一
条
は
、「
夫
婦
の
離
婚

後
、
子
と
共
同
生
活
す
る
一
方
は
、
相
手
の
子
に
対
す
る
監
護
権
を
取

消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
子
と
共
同
生
活
し
て
い
な
い
親
が
、

子
に
犯
罪
行
為
、
虐
待
行
為
、
ま
た
は
、
子
に
明
ら
か
に
不
利
な
行
為

を
行
う
場
合
に
は
、
人
民
法
院
が
監
護
権
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
と

判
断
し
た
場
合
を
除
く
。」
と
定
め
て
い
る
。

　

両
親
以
外
の
自
然
人
は
、
第
二
順
位
の
法
定
監
護
人
と
し
て
、
大
ま

か
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
親
近
者
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ

の
他
の
密
接
的
な
関
係
を
有
す
る
親
族
、
友
人
で
あ
る
。
前
者
は
法
的

な
親
近
者
間
の
扶
養
義
務
お
よ
び
監
護
で
あ
り
、（
外
）
祖
父
母
が

（
外
）
孫
を
監
護
す
る
か
、
ま
た
は
、
成
人
た
る
兄
姉
が
未
成
年
の
弟

妹
を
監
護
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
者
は
、
法
的
な
扶
養
義
務
ま
た

は
親
族
間
の
扶
養
責
任
を
負
わ
な
い
た
め
、
扶
養
者
の
希
望
、
意
思
に

よ
っ
て
扶
養
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
順
位
の
法
定
監
護
人
に
お
い

て
は
、
優
先
順
位
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
的
に
同
一
順
位
の
法

定
監
護
人
と
見
做
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
監
護
人
と
の
間
に
お
い
て
、
監

護
関
係
を
め
ぐ
っ
て
係
争
と
な
る
場
合
、
民
法
第
一
六
条
第
二
項
に
基

づ
き
、（
一
）
祖
父
母
、
外
祖
父
母
、（
二
）
兄
、
姉
、（
三
）
密
接
的

な
関
係
を
有
す
る
そ
の
他
の
親
族
、
友
人
と
い
う
順
位
を
も
っ
て
、
監

護
の
優
先
を
判
断
す
る
。

　

法
定
監
護
人
は
子
監
護
人
に
資
す
る
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
第
一
順
位
の
監
護
人
と
な
る
両
親
は
死
亡
ま
た
は
監
護
能
力
の

喪
失
、
第
二
順
位
の
法
定
監
護
人
た
る
（
外
）
祖
父
母
、
兄
姉
、
密
接

な
関
係
を
有
す
る
そ
の
他
の
親
族
、
友
人
は
監
護
の
希
望
を
も
っ
て
子

の
監
護
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
密
接
な
関
係
を
有
す
る
そ
の
他
の
親

族
、
友
人
が
監
護
を
申
し
出
る
時
、
未
成
年
者
の
両
親
の
所
在
単
位
ま

た
は
未
成
年
者
住
所
地
の
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
の
同
意
を
事
前

に
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
順
位
、
第
二
順
位
の
法
定
監
護
人
が

い
な
い
場
合
、
子
を
監
護
す
る
の
は
社
会
の
責
務
と
な
り
、
同
条
第
四

項
は
、「
未
成
年
者
の
父
母
の
所
在
単
位
ま
た
は
未
成
年
者
住
所
地
の

居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
ま
た
は
民
政
部
門
が
監
護
人
と
な
る
。」

と
定
め
て
い
る
。

（
2
）
指
定
監
護

　

指
定
監
護
と
は
、
未
成
年
者
が
第
一
順
位
の
法
定
監
護
人
を
有
し
な

い
時
、
第
二
順
位
の
監
護
人
中
か
ら
監
護
人
を
選
び
出
す
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
民
法
通
則
第
一
六
条
第
三
項
は
、「
監
護
を
担
う
者
に
対
し

て
不
服
が
あ
る
場
合
、
未
成
年
者
の
父
母
の
所
在
単
位
ま
た
は
未
成
年

者
住
所
地
の
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
に
よ
り
、
親
近
者
の
中
か
ら

指
定
す
る
。
指
定
に
不
服
が
あ
り
、
訴
訟
を
申
し
出
た
場
合
、
人
民
法

院
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
中
国
の
指
定
監
護

は
、
実
際
に
監
護
人
の
選
別
、
つ
ま
り
、
法
定
監
護
人
の
中
か
ら
適
切
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な
監
護
人
を
選
ぶ
制
度
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
両
親
が
死
亡
、
監
護
能

力
を
有
し
な
い
場
合
、
第
二
順
位
の
法
定
監
護
人
が
監
護
を
行
う
。
指

定
監
護
人
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
一
六
条
第
三
項
が
定
め
て
お

り
、
そ
れ
は
、
第
二
順
位
の
法
定
監
護
人
で
あ
る
親
近
者
た
ち
の
こ
と

で
あ
る
。
因
み
に
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
親
等
と
い
う
用
語
が
用
い

ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
未
成
年
者
の
指
定
監
護
人
は
（
外
）
祖
父
母
、

成
年
た
る
兄
姉
と
表
現
し
、
そ
の
中
か
ら
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
民
法
通
則
第
一
四
条
は
、
人
民
法
院
が
監
護
人
を
指
定
す

る
際
に
、
民
法
通
則
第
一
六
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
の

内
容
に
従
い
、
監
護
人
を
指
定
す
る
順
位
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。

前
順
位
の
監
護
資
格
を
有
す
る
者
が
監
護
能
力
を
有
し
な
い
か
、
ま
た

は
、
被
監
護
人
に
明
ら
か
に
不
利
と
な
る
場
合
、
人
民
法
院
は
被
監
護

人
に
有
利
と
な
る
立
場
を
配
慮
し
、
次
順
位
の
監
護
資
格
を
有
す
る
者

か
ら
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
未
成
年
者
が
判
断
能
力
を
有
す
る
場

合
、
具
体
な
状
況
に
応
じ
、
被
監
護
人
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
っ
て
、
監
護
人
を
指
定
す
る
際
に
、（
外
）
祖
父
母
が
第
一

順
位
に
並
び
、
兄
姉
が
そ
の
次
順
位
に
列
す
る
。（
外
）
祖
父
母
が
監

護
能
力
を
有
し
な
い
か
、
ま
た
は
、
被
監
護
人
に
明
ら
か
に
不
利
と
な

る
場
合
に
、
被
監
護
人
に
有
利
と
な
る
立
場
を
考
慮
し
、
次
順
位
の
兄

姉
か
ら
監
護
に
相
応
し
い
監
護
人
を
選
ぶ
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

民
法
通
則
第
一
六
条
第
三
項
に
定
め
る
密
接
的
な
関
係
を
有
す
る
そ
の

他
の
親
近
者
、
友
人
と
は
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
監
護
を
希
望
す
る
者

を
指
し
、
監
護
の
申
し
出
が
な
け
れ
ば
、
強
制
的
に
指
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
同
一
順
位
の
監
護
人
は
数
人
と
規
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
た
め
、
監
護
人
を
指
定
す
る
際
に
、
一
人
を
指
定
す
る
こ
と

も
で
き
る
し
、
同
順
位
の
数
人
を
共
に
指
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ

ら
に
、
監
護
人
を
指
定
す
る
権
限
を
有
す
る
機
構
は
、
未
成
年
者
父
母

の
所
在
単
位
、
未
成
年
者
住
所
地
の
居
民
委
員
会
ま
た
は
村
民
委
員
会

並
び
に
人
民
法
院
で
あ
る
。
但
し
、
監
護
人
を
指
定
す
る
際
、
ま
ず
、

未
成
年
者
父
母
の
所
在
単
位
、
未
成
年
者
住
所
地
の
居
民
委
員
会
ま
た

は
村
民
委
員
会
に
よ
っ
て
指
定
し
、
こ
れ
ら
の
指
定
を
経
ず
に
、
人
民

法
院
へ
起
訴
し
て
も
、
受
理
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
民

法
院
の
裁
定
は
最
後
の
法
的
手
段
と
な
り
、
後
置
的
な
存
在
で
あ
る
。

ま
た
、
監
護
人
が
指
定
さ
れ
た
後
に
、
勝
手
に
変
更
す
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
な
い
。
み
だ
り
に
変
更
し
た
な
ら
ば
、
指
定
さ
れ
た
監
護
人
と
変

更
後
の
監
護
人
が
共
に
監
護
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

（
３
）
変
更
監
護
者

　

監
護
関
係
の
設
定
後
、
一
般
的
に
、
監
護
の
変
更
事
由
は
監
護
人
の

死
亡
、
監
護
能
力
の
喪
失
、
協
議
監
護
、
監
護
人
と
被
監
護
人
と
の
身

分
関
係
の
変
化
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
。
ま
ず
、
監
護
人

の
死
亡
に
つ
い
て
は
、
自
然
死
亡
と
宣
告
死
亡
を
含
み
、
監
護
能
力
の

喪
失
に
つ
い
て
は
、
主
に
監
護
人
が
病
気
と
か
、
経
済
能
力
の
低
下
な

ど
の
理
由
で
監
護
を
履
行
で
き
な
い
か
、
ま
た
は
、
刑
事
処
罰
で
身
の

自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
監
護
人
と
被
監
護
人
の
身

分
変
化
と
は
、
主
に
、
監
護
人
が
行
為
無
能
力
者
ま
た
は
制
限
行
為
能

力
と
宣
言
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
民
法
通
則
第
一
八
条
第
三
項
は
、
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「
監
護
人
が
監
護
責
務
を
履
行
し
な
い
か
、
ま
た
は
被
監
護
人
の
権
利

を
侵
害
す
る
場
合
、
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
監
護
人
に

財
産
上
の
損
失
を
与
え
た
場
合
、
損
害
賠
償
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
民
法
院
は
関
係
者
ま
た
は
関
係
単
位
の
申
請
に
よ
っ
て
、
監
護

人
の
資
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
従
っ

て
、
そ
の
他
の
監
護
資
格
を
有
す
る
者
は
、
監
護
人
の
資
格
を
訴
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
見
ら
れ
る
。

　

元
の
監
護
人
の
資
質
の
喪
失
ま
た
は
変
更
後
、
再
び
第
一
六
条
第
二

項
に
定
め
て
い
る
法
定
監
護
人
の
範
囲
と
順
位
か
ら
、
適
正
な
監
護
人

を
選
び
、
新
た
な
監
護
人
を
指
定
す
る
。
し
か
も
、
監
護
資
格
を
有
す

る
者
の
間
に
お
け
る
協
議
に
よ
っ
て
、
監
護
人
を
変
更
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
但
し
、「
民
通
意
見
」
第
一
八
条
後
段
に
お
い
て
は
、
監

護
人
が
指
定
さ
れ
た
後
、
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定
め
ら
れ
て

お
り
、
勝
手
に
監
護
人
を
変
更
し
た
な
ら
ば
、
両
者
は
共
に
監
護
責
任

を
負
う
こ
と
と
な
る
。
指
定
さ
れ
た
監
護
人
に
異
議
が
あ
る
場
合
、
指

定
通
知
を
受
け
取
っ
た
三
〇
日
以
内
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
に
関
し
て
、
人
民
法
院
は
維
持
ま
た
は
取
消
し
と
い
う
二
種

類
の
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
三
〇
日
以
後
に
提
訴
し
た

場
合
、
人
民
法
院
は
監
護
の
変
更
事
件
と
し
て
解
決
す
る
。

四
　
監
護
人
の
責
任

　

中
国
に
お
い
て
は
、
婚
姻
中
も
離
婚
後
も
、
子
に
対
し
て
共
同
監
護

が
行
わ
れ
、
監
護
範
囲
は
、
子
の
健
康
保
護
、
生
活
の
世
話
、
財
産
管

理
、
民
事
法
律
行
為
の
代
理
、
教
育
、
民
事
訴
訟
の
代
理
な
ど
を
含

む
。
ま
た
、
被
監
護
人
に
対
す
る
監
護
責
任
問
題
に
対
し
て
、
現
行
法

は
、
民
事
責
任
と
不
法
行
為
に
つ
き
、
監
護
責
任
を
規
律
し
て
い
る
。

前
者
に
つ
い
て
、
民
法
通
則
第
一
八
条
は
、「
監
護
人
は
、
監
護
の
職

責
を
履
行
す
べ
き
被
監
護
人
の
身
上
、
財
産
お
よ
び
そ
の
他
の
合
法
権

益
を
保
護
し
、
被
監
護
人
の
利
益
を
除
き
、
被
監
護
人
の
財
産
を
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
監
護
人
は
、
法
に
基
づ
き
、
監
護
の
権
利
を

履
行
し
、
法
律
の
保
護
を
受
け
る
。
監
護
人
は
、
監
護
職
責
を
履
行
し

な
い
か
、
ま
た
は
、
被
監
護
人
の
合
法
権
益
を
侵
害
す
る
場
合
、
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
監
護
人
に
財
産
上
の
損
失
を
与
え
た

場
合
、
損
害
賠
償
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
法
院
は
関
係
者

ま
た
は
関
係
単
位
の
申
請
に
よ
っ
て
、
監
護
人
の
資
格
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
民
法
通
則
第

一
三
三
条
が
、「
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限
民
事
行
為
能
力
者
は
、

他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
監
護
人
に
よ
っ
て
民
事
責
任
を
負
う
。

監
護
人
が
監
護
責
任
を
果
た
し
た
場
合
、
適
当
に
そ
の
民
事
責
任
を
軽

減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
財
産
を
有
す
る
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限

民
事
行
為
能
力
者
が
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
本
人
の
財
産
か
ら

損
害
賠
償
の
費
用
を
支
払
う
。
不
足
の
部
分
に
関
し
て
は
、
監
護
人

よ
っ
て
適
当
に
賠
償
す
る
。
た
だ
し
、
単
位
が
監
護
人
と
す
る
場
合
を

除
く
。」
と
定
め
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
二
〇
一
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
不
法
行
為
法
第
三
二
条

は
、「
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限
民
事
行
為
能
力
者
が
他
人
に
損
害

を
与
え
た
場
合
、
監
護
人
に
よ
っ
て
民
事
責
任
を
負
う
。
監
護
人
が
監
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護
責
任
を
果
た
し
た
場
合
、
そ
の
民
事
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
財
産
を
有
す
る
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限
民
事
行
為
能
力
者
が

他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
本
人
の
財
産
か
ら
損
害
賠
償
の
費
用
を

支
払
う
。
不
足
の
部
分
に
関
し
て
は
、
監
護
人
よ
っ
て
賠
償
す
る
。」

と
定
め
て
い
る
。
不
法
行
為
法
は
、
民
法
通
則
第
一
三
三
条
を
改
正
し

た
。
そ
の
一
つ
は
、
被
害
者
の
権
益
を
保
護
し
、
そ
の
損
害
全
額
の
賠

償
が
得
ら
れ
る
た
め
、
ま
ず
、
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限
民
事
行
為

能
力
者
に
よ
っ
て
賠
償
し
、
不
足
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
監

護
人
に
よ
っ
て
適
当
に
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
額
賠
償
に
変
わ

り
、
監
護
人
の
責
任
を
強
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
目
は
、
単

位
に
よ
る
監
護
責
任
を
促
し
、
監
護
責
任
行
使
の
怠
慢
、
過
失
を
防
ぐ

た
め
、
単
位
に
よ
る
責
任
効
果
に
関
し
、
一
般
自
然
監
護
人
と
同
様
の

責
任
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

民
通
意
見
第
一
五
八
条
は
、「
離
婚
後
、
未
成
年
者
が
他
人
の
権
益

を
侵
害
し
た
場
合
、
子
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
一
方
が
民
事
責
任
を
負

い
、
単
独
で
民
事
責
任
を
負
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
子
と
暮
ら

し
て
い
な
い
側
に
共
同
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
定
め
て
い
る
。
本
来
、
父
母
の
婚
姻
関
係
に
拘
わ
ら
ず
、
両

親
と
も
子
に
監
護
責
任
を
果
た
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
の
責

任
を
分
担
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、
子
と
共
同
生
活
し
て
い
る
側
が
先
に

弁
償
し
、
一
人
で
弁
償
し
難
い
時
、
子
と
生
活
し
て
い
な
い
側
が
補
充

的
な
共
同
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
あ
る
意
味
か
ら
す
れ

ば
、
監
護
責
任
分
配
は
、
単
独
親
権
の
残
骸
と
見
ら
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

親
権
監
護
制
度
は
、
社
会
の
発
展
に
つ
れ
変
化
し
つ
つ
あ
る
問
題
で

あ
る
と
言
え
る
。
目
下
、
諸
国
は
親
権
制
度
に
対
し
て
、
殆
ど
、「
子

の
最
善
の
利
益
」
を
掲
げ
、
か
つ
詳
細
な
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。
中

国
は
諸
国
の
親
権
法
と
比
較
し
て
み
る
と
、
親
権
に
関
す
る
基
本
的
な

用
語
概
念
を
欠
い
て
お
り
、
未
成
年
者
に
対
す
る
監
護
問
題
に
関
し

て
、
一
定
の
規
範
内
容
を
設
け
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
原

則
的
な
規
定
が
多
く
、
主
に
親
子
間
、
親
族
間
に
お
け
る
扶
養
の
程
度

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
、
諸
外
国
の
親
権
制
度
の
実

態
に
鑑
み
、
親
子
法
と
い
う
専
門
的
な
単
行
法
を
設
け
る
か
、
ま
た

は
、
現
行
法
内
容
を
よ
り
実
質
的
に
強
化
す
る
か
が
、
重
要
な
課
題
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。（

じ
ょ
・
ず
い
せ
い　

東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
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